
(そ の 1) 拝

収 支 報 告 書
※該当箇所に することυ

きいたかしをささえるかい

1政 治 団 体 の 名 称  きいたか しを支える会

■
- 802  -0072

2 主たる事務所の所在地  北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201

3代 表 者 の 氏 名 緒方 文則

4会 計責任者の氏名 緒方 文則

5令 和 5 年分

* 団 体 コ ー ド

前 年 繰 越 額 ¥166,353

事務担当者の氏名 早見 はるみ

電話番号  093-941-7767

(ふ り が な )

活 動 区 域 の 区 分

□ 2以上の都道府県の区域等

回 同一の都道府県の区域内

政 治 団 体 の 区 分

□ 政            党

□ 政 党 の 支 部

□ 政 治 資 金 団 体

□ 政 治 資 金 規 正 法 第 18条 の 2

第 1項 の 規 定 に よ る 政 治 団 体

囮 そ の 他 の 政 治 団 体

□ そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

-6=4。 19

資金管理団体の指定の有無

¬み́

偶 し 鉦
小

公職の種類

資金管理団体
の届出をした

(現・候 )

国会議員 関係政治団体の区分

政治資金規正法第19条の7第 1項第 1

号に係る国会議員関係政治団体

政治資金規正法第19条の7第 1項第2

号に係る国会議員関係政治団体

城井 崇公職の候補
者の氏名

公職の種類 衆議院議員 ① ・候 )

レ

資金管理団体の指定の期間

平成 年

年

月

月

日 から

日 まで平成

(※ )国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

平成 年

年

月

月

日 から

日 まで平成



全国団体用
(そ の 2)

収 支 の 状 況
1 収支の総括表
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2 収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金   額 ヱδ2′ θθθ

員  数 (党費又は会費を納入した人の数) 53人

(2)寄 附

ア 寄附 (イ を除く。)の区分 金 額 備
ヨた
ノ弓

(ア)個 人 か ら の 寄 附 2δゴ′θθθ ノ

(う ち 特 定 寄 附 ) θ

(イ)法 人 そ の 他 の 団 体 か ら の 寄 附 θ

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附 こイθαθθθ
/」  ヽ言十   (ア)+ (イ)+ (ウ ) 易δδI′ θθθ

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの) θ

イ 政 党 匿 名 寄 附 θ

〈
口

≡↓
口 | (ア  + イ ) 易δδゴ′θθθ

収 入 総 額 こθθθ′θσθ

(前 年 か ら の 繰 越 額 ) ゴδδ′θ5θ

(本 年 の 収 入 額 ) こ∂2θ′θθθ

支 出 総 額 こθイ4θ85
翌 年 へ の 繰 越 額 δイくイδθ



(そ の 7) (1,2,3の いずれかに○をつけてください)

(注 1)同一者からの年間5万 円を超える寄附は個別に記載して下さい。

(注2)寄附をした者 (団体等)ごとに「名寄せ」して年月 日順に記載
し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

(注 3)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又
政治団体の寄附者の区分ごとの、最後の頁に記載して下さい。

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 人 2,法人・その他の団体 3.政治団体

寄附者の氏名 (又は名称) 金 額 年 月 日 住  所  (又は所在地) 職 業 (又は代表者の氏名)

′ヨロ三ニヨ′生
υ円 芍́

加藤達治 Z θθθ′令和 5。 1.30 北九州市小倉北区黒原2-36-13 医 師

加藤達治 Iα θθθ 令和5.2.28 北九州市小倉北区黒原2-36-13 医師

加藤達治 Iα θθθ 令和5.3.28 北九州市小倉北区黒原2-36-13 医師

加藤達治 ゴαθθθ 令和5.4.27 北九州市小倉北区黒原2-36-13 医師

加藤達治 ゴα θθθ 令和5.5,25 北九州市小倉北区黒原2-36-13 医師

加藤達治 ゴα θθθ 令和5.6.29 北九州市小倉北区黒原2-36-13 医師

加藤達治 ゴαθθθ́ 令和5.7.27 北九州市小倉北区黒原2-36-13 医師

加藤達治 Iαθθθ 令和5.8.30 北九州市小倉北区黒原2-36-13 医師

加藤達治 Iαθθθ 令和5.9.29 北九州市小倉北区黒原2-36-13 医師

加藤達治 ゴαθθθ 令和 5。 10.26 北九州市小倉北区黒原2-36-13 医師

加藤達治 ICθθθ 令和5.11.30 北九州市小倉北区黒原2-36-13 医師

加藤達治 fOθθθ 令和5.12.28 北九州市小倉北区黒原2-36-13 医師

小計 ff Zθθθ

岡部健史 2θθα 令和5.11.14 兵庫県神戸市須磨区西落合1-1-2-108 会社員

門田孝一 2Zθθσ 令和5.11.30 福岡県北九州市門司区田野浦3-10-38 会社役員

こ の 頁 の 小 計 15θ′θθθ

そ の 他 の 寄 附

∧
口

言準
口 :



(そ の 7) (1,2,3の いずれかに○をつけてください)

ェ注1)同一者からの年間5万円を超える寄附は個別に記載して下さい。

(注2)寄附をした者 (団体等)ごとに「名寄せ」して年月日順に記載
し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

(注 3)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又
政治団体の寄附者の区分ごとの、最後の頁に記載して下さい。

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 人 2.法人。その他の団体 3.政治団体

寄附者の氏名 (又は名称) 金 額 年 月 日 住  所  (又は所在地) 職 業  (又 は代表者の氏名)

′ヨロヒ立
υ円 /'ラ

加治屋徹 Zθθθ 令和5.4.1 鹿児島県鹿児島市明和3-8-7 無職

加治屋徹 Zθθθ 令和5。 5。 1 鹿児島県鹿児島市明和3-8-7 無職

加治屋徹 2θθθ 令和5.6.1 鹿児島県鹿児島市明和3-8-7 無職

加治屋徹 Zθθθ 令和5。 7.1 鹿児島県鹿児島市明和3-8-7 無職

加治屋徹 2 θθθ 令和5.8.1 鹿児島県鹿児島市明和3-8-7 無職

加治屋徹 2θθθ 令和5。 9.L 鹿児島県鹿児島市明和3-8-7 無職

加治屋徹 Zθθθ f fnr. to.1 鹿児島県鹿児島市明和3-8-7 無職

2θθθ′ 鹿児島県鹿児島市明和3-8-7 無職加治屋徹 令和 5。 11.1

加治屋徹 Zθθθ 令和5.12.ユ 鹿児島県鹿児島市明和3-8-7 無職

小 計 ヨ4θθθ

大橋宏幸 2 θθθ 令 和 5.1.4 千葉県我孫子市我孫子2-5-1518 会社役員

松本 静 4θθθ 令和5.11.10 福岡県北九州市小倉北区真鶴 1-12-1 無職

無職岩本 章 12θθα 令和5.11.13 福岡県北九州市小倉北区若富士町9-9-701

大下英勝 4θθθ́ 令和5.11.14 福岡県
」
ヒ九州

可
八幡東電枝光本町7-7-90) 会社役員

山口伴樹 4θθθ́ 令和5.12.2) 福岡県北九州市小倉南区徳力4-23-23 会社役員

こ の 頁 の 小 計 JZ θθθ

そ の 他 の 寄 附 σゴ′θθθ

△
口

曇↓
口 | 2δI′ θθθ
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(そ の 7) (1,2,3の いずれかに○をつけてください)

(注 1)同一者からの年間5万 円を超える寄附は個別に記載して下さい。

(注2)寄附をした者 (団体等)ごとに「名寄せ」して年月日順に記載
し、その者の最後に「計」を入れて下さい。

(注 3)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又
/ 政治団体の寄附者の区分ごとの、最後の頁に記載して下さい。

寄附者の区分 1.個人 2.法人・その他の団体 治団体(7)寄 附 の 内 訳

寄附者の氏名 (又は名称 ) 金 額 年 月 日 住  所  (又は所在地) 職 業  (又は代表者の氏名)

′押ヒ
=セ

_

υ円イラ

城井 崇立憲民主党福岡県第10区総支部 易ゴ20θθθ 令和5.3.25 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201

立憲民主党福岡県第10区総支部 2SC θθθ 令和5.12.25 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201 城井 崇

こ の 頁 の 小 計 こイθのθθθ

θそ の 他 の 寄 附

∧
口

言↓
口 | こイθαθθθ



(1)支 出 の 総 括 表

項
日
Ｈ 金 額 備 考

1 経

(1)人
常 経 費

費件 ιゴゴ42ゴθ

(2)光 熱 水 費 θ

(3)備 品 ・ 消 耗 品 費 θ

(4)事 務 所 費 20θθり

小
言上
口 | ιノイ4∂85

2  i政

(1)組

コヽ
′rコ =ニ′rコ

活

動

動

費

費織 2θのθθθ

(2)選 挙 関 係 費 θ

(3) 機関紙誌の発行その他の事業費 θ ア～工の計

θ

θ

θ

θ

(4)調 査 研 究 費 θ

(5)寄 附 ・ 交 付 金 θ

(6)そ の 他 の 経 費 θ

小
上

ｌ
三

ロ 2θθ′θθθ
△
rコ 計 ιθイ4∂θ5

(そ の13)

3 支出項 目別金額 の内訳

全 国団体用



(そ の14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費 ( 通信費  )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

郵便代 Ialθθ令和5.11.7 日本郵便閉 東京都千代田区大手町2-3-1

こ の 頁 の 小 計 121θθ

そ の 他 の 支 出 θ

∧
口

言↓
口 l Ialθθ

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に 係る
人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。
※ 「項 目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの項
目名を記載すること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これ ら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。



(そ の14)

※この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に 係る
人件費以外の経営経費の支出について記載するものであること。
※ 「項目別区分」欄には、その 13「 1経営経費」中の (2)～ (4)の いづれかの項
目名を記載すること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
これ ら以外の小額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費 ( 事務管理費  )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

こ の 頁 の 小 計 θ

そ の 他 の 支 出 ゴZイ(51θ

合   計 ゴZイ(51フ



(そ の15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 組織活動費   ( 渉外費  )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又 は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

会費 2θのθθθ令和 5。 9。 2 立憲民主党福岡県総支部連合会 福岡県福岡市博多区千代4-29-50-3F

こ の 頁 の 小 計 2θαθθθ

そ の 他 の 支 出 θ

△     言準
回      口 l 2θのθθθ

※ 「項 目別区分」欄には、その 13「 2政治活動」中の (1)～ (6)(た だ し (3)について
はア～工)のいずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理
に沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、個々

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収証等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。



(そ の17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有
`丑

備
」た
ノ彙ラ

マ  _L
ノ   _■_ 地 げ

イ 建 物 ゴ

ウ 建物の所有 を 目的 とす る地上権又は土地の賃借権 ピ

工 取 得 の 価 額 が 100万 円 を 超 え る 動 産 ピ

■:―

4
預金 (普 通預金及び当座預金を除く。)若 しくは貯金 (普

通貯金を除く。)又 は郵便貯金 (通 常郵便貯金を除く。)

ご

力 金 銭
′
==|′
|百 託 ご

キ 有 価 証 券 ビ

ク 出 資 に よ る 権 利 ビ

ケ 貸付先 ごとの残高が100万 円を超 える貸付金
′

図

二 1 支 払 わ れ た 金 額 が 100万 円 を 超 え る 敷 金 ゴ

サ 取得の価額が100万 円を超える施設の利用に関する権利
_′
時4口

/

シ 借 入 先 ご との残 高 が 100万 円 を超 え る借 入 金 ご

※有無について|ヱ|し て下さい。 (注)□ が有の場合は 「項目別区分」ごとに (そ の18)が必要です。 /



(そ の20)

凸日
一

哲
百

垂堕
日ヨ

添付書類 (別添のとおり)

領収書等の写し

2 監査意見書 (政党本部及び政治資金団体に限る。)

政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。 )

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違ありません。

ffn b+4nr7a

政治 団体の名称 きいたか しを支える会

会計責任者の氏名 焔 た 文具ll ⑩
代 表 者 の 氏 名

(解散時のみ)

いヽ
ノ

κ
旧紀

(注)政治団体の解散に伴う収支報告書 (解散届の解散 日の年のみ)には、会計責任者の記名。押印 (又は署名)のほか、代表者の記名。押印 (又は署名)が必要です。
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